
会　  　議　  　室

備考１　暖房施設を使用するときは、実費を基準として市長が定める額を加算した額とする。

15,000円 18,000円

スケート場
として使用
しない場合

   400円    500円    600円

１回につき　　　    　 　50円

１回につき　  　　  　  100円

体育・スポーツに
使用する場合

その他の催しに
使用する場合

営利を目的とするもの

営利を目的としないもの

24,000円

12,000円

30,000円 36,000円

  600円   700円   800円

2,000円 2,200円 2,400円
団 体

個 人

児童・生徒

一　　 般

児童・生徒

一　　 般

石鳥谷アイスアリーナ使用料

スケート場として
使用する場合

 中学生以下

 高 校 生

 一    般

 団体割引

 回数使用

 貸切使用

 貸    靴

300円　

400円　

600円　

15人以上の団体で使用する場合は、
使用料を1人当たり100円減額とす
る。

回数使用料は、6回数とし、使用料
の額に5を乗じた額に相当する額

 １時間までごとに      12,000円

                          300円　


